
地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約監視委員会設置規程 新旧対照表（案） 

 

新 旧 改正理由等 

第１条～第３条 （略） 

 

（報告） 

第４条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程第７条に規

定する経理責任者は、委員会開催日の属する年度の前年度に締結し

た次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める様式により、

委員長が定める日までに委員長に報告しなければならない。 

(1)工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。） 

契約金額が一件あたり 400 万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式１） 

(2)財産の買入れ 

契約金額が一件あたり 300万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式２） 

 (3)物件の借入れ物件の借入れ 

契約金額が一件あたり 150万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式３） 

(4)一般委託一般委託 

契約金額が一件あたり 200万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式４） 

２ （略） 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（報告） 

第４条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程第７条に規

定する経理責任者は、委員会開催日の属する年度の前年度に締結し

た次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める様式により、

委員長が定める日までに委員長に報告しなければならない。 

(1)工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。） 

契約金額が一件あたり 250 万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式１） 

(2)財産の買入れ 

契約金額が一件あたり 160万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式２） 

 (3)物件の借入れ物件の借入れ 

契約金額が一件あたり 80万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式３） 

(4)一般委託一般委託 

契約金額が一件あたり 100万円を超えるものについて、入札及 

び契約事務手続の運用状況等報告書（様式４） 

２ （略） 

 

 

 

・地方自治法施行令の

一部改正に伴い、随意

契約の基準額引上げを

行ったことから、委員

長に報告する契約金額

についても引上げを行

う。 

 

第 49号議案 

令和８年３月 24日 

内部統制・コンプライアンス室 



第５条～第９条 （略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式１ 

工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。） ＜契約金額が１件４００万円を超える

もの＞ ※契約金額及び設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式２ 

財産の買入れ ＜契約金額が１件３００万円を超えるもの＞ ※契約金額及

び設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式３ 

物件の借入れ ＜契約金額が１件１５０万円を超えるもの＞ ※契約金額及

び設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式４ 

一般委託 ＜契約金額が１件２００万円を超えるもの＞ ※契約金額及び設

計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式１ 

工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。） ＜契約金額が１件２５０万円を超える

もの＞ ※契約金額及び設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式２ 

財産の買入れ ＜契約金額が１件１６０万円を超えるもの＞ ※契約金額及

び設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式３ 

物件の借入れ ＜契約金額が１件８０万円を超えるもの＞ ※契約金額及び

設計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 

   年度 入札及び契約事務手続の運用状況等報告書     様式４ 

一般委託 ＜契約金額が１件１００万円を超えるもの＞ ※契約金額及び設

計額は、消費税及び地方消費税を含む金額で記載。 

（略） 

 
 


